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改訂の背景

近年、人工知能（ＡＩ）等の先端技術が社会のあらゆる場面に取り入れられ、私たちの生活に様々な変化をも
たらしてます。こうした技術革新や社会の変化が加速する中、予測困難な時代を生き抜き、活躍できる人材の育
成が求められています。
本市では、令和３年３月に令和６年度までの本計画を策定し、ＧＩＧＡ端末の導入に関連したＩＣＴ環境整備、

教員のＩＣＴ活用能力の育成など、学校教育の情報化の推進に取り組んでまいりました。
今回の計画の改訂にあたっては、これまでの計画の進捗を確認した上で、デジタルを生かした児童・生徒の学

び方、教員の教え方の転換や、教員の業務改善に向けた校務ＤＸの推進など、急速に進展するデジタル技術を活
用して教育ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の実現を目指す計画となっています。

計画の位置付け

本計画は「学校教育の情報化の推進に関する法律 」（令和元年法律第47号）及び、国の学校教育情報化推進
計画等を踏まえて策定するものです。
また、福生市の教育振興基本計画である「福生市教育ビジョン2025-2029」（令和７年３月）の分野別計画と

して位置付けています。

計画期間

令和７年度から令和11年度まで
（技術革新のスピードが速いＩＣＴ分野の特性を踏まえ、必要に応じて見直しを図る。）

１ 計画の改訂にあたって
第１章 総論
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国の動向

ＧＩＧＡスクール構想の推進
令和元年６月に「学校教育の情報化の推進に関する法律」が公布・施

行、同年12月に「ＧＩＧＡスクール構想」が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の蔓延により、すべての子どもたちの学び

を保障できる環境を早急に実現するため、ＧＩＧＡスクール構想に基づ
く学校のＩＣＴ環境整備の計画は大幅に前倒しされました。

「令和の日本型学校教育」（令和３年１月 公表）

個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実し、主体的・対話的で
深い学びの実現を目指すための基盤的なツールとして、ＩＣＴの活用が
必要不可欠であることが示されています。

「学校教育情報化推進計画」
令和４年12月、国は今後の学校教育の情報化の推進に関する施策の方

向性やロードマップを示す、「学校教育情報化推進計画」を策定しまし
た。
計画では、デジタル化の３段階※のうち、「第１段階から第２段階へ

の移行を着実に進めることが適当である」としています。

２ 学校教育の情報化に向けたこれまでの取組
第１章 総論
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「ＧＩＧＡスクール構想の実現へ」（文部科学省）※デジタル化には一般に「デジタイゼーション」、「デジタライゼーション」、「デジタルトランスフォーメーション（DX）」の３段階があるといわれ、第１段階のデジタイゼーションは紙の書類などアナログな

情報をデジタル化することを表し、例えば紙のプリントをデジタル化して配信することがこれに該当する。第２段階のデジタライゼーションは、サービスや業務プロセスをデジタル化することを表し、例えば紙の
教材の組み合わせからデジタル教材のリコメンドを参考に最適な選択を行うことができるようになることがこれに該当する。第３段階のデジタルトランフォーメーションは、デジタル化でサービスや業務、組織を
変革することを指し、例えば教育データに基づく教育内容の重点化と教育リソースの配分の最適化が該当する。 「学校教育情報化推進計画」P４（令和４年12月）



東京都の動向

「東京都学校教育情報化推進計画」の策定（令和６年３月）
「学校教育の情報化の推進に関する法律」（令和元年法律第47号）

及び国の学校教育情報化推進計画等を踏まえて、策定しました。

ＴＯＫＹＯスマート・スクール・プロジェクトの推進
東京都教育委員会は、「ＴＯＫＹＯスマート・スクール・プロジェ

クト」を推進し、子どもたちの学ぶ意欲に応え、教育のデジタル化を
進め、学び方・教え方・働き方の一体的な改革に取り組んでいます。

学び方改革・・・個別最適な学び、協働的な学びの充実
教え方改革・・・データ活用・分析等による授業の改善
働き方改革・・・教員と生徒が向き合う時間の一層の確保

公立小中学校の環境整備支援
ＧＩＧＡ端末の導入や通信環境整備支援を行うなど、公立小中学校

の環境整備を支援しています。
また、東京都ＧＩＧＡスクール推進協議会や、情報教育担当指導主

事連絡会の開催、ＩＣＴ活用の実践事例を誰でも閲覧できる「とう
きょうの情報教育ポータル」を開設しています。

２ 学校教育の情報化に向けたこれまでの取組
第１章 総論
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「東京都学校教育情報化推進計画」（令和６年３月 東京都教育委員会）



福生市の取組

これまで、令和３年３月「福生市学校教育情報化推進計画」に基
づき、学校教育の情報化に向けた取組を行ってきました。

ハード整備
国のＧＩＧＡスクール構想を受け、福生市ではＩＣＴ端末を鉛筆

やノートと並ぶ「新しい文房具」として、令和３年１月から児童・
生徒一人１人にｉＰａｄを貸与しています。
また、ｉＰａｄを「いつでも・どこでも・何度でも」を活用でき

るよう、ＬＴＥモデルを採用しました。
加えて、大型ディスプレイ、電子黒板を各校の教室に配備すると

ともに、ｉＰａｄの画面をモニターに映し出せるように、画面転送
装置である「Ａｐｐｌｅ ＴＶ」を導入しました。

ソフト整備
ＩＣＴを活用した教育活動を推進するためにＩＣＴ教育推進委員

会の設置し、教員の授業改善や、実践事例の共有を行いました。
また、学校のＩＣＴ活用を支援するため、ＩＣＴ支援員を派遣し、

教員への機器の操作のレクチャーや、ＩＣＴを活用した教育活動の
事例提供など、サポート体制を構築してきました。

２ 学校教育の情報化に向けたこれまでの取組
第１章 総論
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「福生市学校教育情報化推進計画」（令和３年３月 東京都教育委員会）



福生市の取組

ハードの整備

２ 学校教育の情報化に向けたこれまでの取組
第１章 総論
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取 組 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

児童・生徒 一人１台端末
ｉＰａｄ ＬＴＥモ
デルの導入

学習支援ソフト導入

電子黒板・大型ディスプレイ 各教室に電子黒板・大型ディスプレイを導入

Apple TV 各教室にApple TVを導入

通信環境 校内Ｗｉ-Ｆｉ インターネット接続方式変更
回線増強・
NW機器更新

校務支援システム c4th 端末更新・センターサーバ化

教育系システム 指導者用端末導入（PC教室端末から転用）
端末更新・セン
ターサーバ化

情報セキュリティ対策 校務系PCへ二要素認証導入
ファイル交換
システム導入

学校ホームページ 各校独自のHPシステム 全校共通のHPシステムを導入



福生市の取組

ソフトの整備

２ 学校教育の情報化に向けたこれまでの取組
第１章 総論
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取 組 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ＩＣＴ教育推進委員会 各校の実践事例や校内推進の情報共有等

情報活用能力 年間指導計画 各校で作成、毎年度、見直しを実施

ＩＣＴ支援員の派遣 各校 月２回の派遣、支援報告書の作成

指導者用デジタル教科書 小学校 英語・数学（一部他教科）導入
小学校
５教科導入

CBTの対応
MEXCBT
中学校登録

MEXCBT
小学校登録

MEXCBTの
周知

情報セキュリティ対策
学校情報セキュリティポリシーの策定
年１回情報セキュリティ研修・セルフチェック・監査の実施



目指す姿

技術革新や社会の変化が加速する中、予測困難な未来を生き抜き、活躍できる人材の育成が求められています。
学校教育においては、デジタルの力を生かし、児童・生徒が問題を解決し、自らの人生を切り拓いていくこと

ができる資質・能力を育てていくことが必要です。
そこで、本市では、学校教育の情報化を通じて、次の実現を目指していきます。

デジタルの力を生かし、
児童・生徒一人ひとりの人生を切り拓く力を育てる。

デジタルの力を生かす基盤となるのは、情報活用能力です。鉛筆やノートを使うのと同様、日常的にタブレッ
ト端末を使い、子どもたちが自律的に、その利用をコントロールできるように、情報活用能力の育成を図ります。
具体的には、あらゆる情報の中から必要な情報を読み取り、進歩し続ける技術を使いこなすことや、多様な

人々との協働により問題を解決したりするなど、学習の機会を設定していくことが重要です。
教員には、ＩＣＴの活用を前提とした指導観とともにＩＣＴ活用指導力等を包含した指導力が求められます。

時代の変化に合わせたＩＣＴ環境の整備も、継続して進めていくことも必要です。

３ 学校教育の情報化を通じて目指す姿
第１章 総論
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「デジタルを活用したこれからの学び」について

福生市教育委員会は、デジタルの力を生かし、児童・生徒一人
ひとりの人生を切り拓く力を育てるために、東京都学校教育情報
化推進計画を踏まえ、「デジタルを活用したこれからの学び」の
実践を推進していきます。

東京都学校教育情報化推進計画には、「デジタルを活用したこ
れからの学び」として、個別最適な学びと協働的な学びの一体的
な充実に向けた、デジタルを活用した新しい学びを実現する授業
デザイン例が示されています。

これは児童・生徒が自ら学び方を選択し、自立した学習者にな
ることを目指した授業デザインであり、これまで行われていた教
師の講話による授業、学習者が一律に同じ学習活動を行う授業と
は異なるものです。

「デジタルを活用したこれからの学び」の詳細は、巻末に参考
資料として「東京都学校教育情報化推進計画（令和６年３月）」
への二次元コードを掲載しています。

３ 学校教育の情報化を通じて目指す姿
第１章 総論
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「デジタルを活用したこれからの学びの提案」（令和５年４月 東京都教育委員会）



情報活用能力について

情報活用能力は、言語能力と同様に「学習の基盤となる資
質・能力」と位置付けられています。

学習指導要領において、「世の中の様々な事象を情報とその
結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活
用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりして
いくために必要な資質・能力」と説明されています。

具体的に捉えれば、学習活動を遂行する上で必要となる情報
手段の基本的な操作の習得や、プログラミング的思考、情報モ
ラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力等も含む
ものと言えます。

こうした情報活用能力は、各教科等の特質に応じて適切な学
習場面で育成を図ることが重要です。

３ 学校教育の情報化を通じて目指す姿
第１章 総論
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「情報活用能力 #東京モデル 基本的操作分野」（とうきょうの情報教育 情報教育ポータル）

「令和における福生市立学校の在り方検討委員会 資料」（令和６年７月）



福生市学校教育情報化推進計画

第２章 基本的な方針と施策の方向性
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現状と課題

令和２年度以降、急速に進んだＧＩＧＡスクール構
想の中、福生市では児童・生徒一人１台端末の整備が
行われ、学校におけるＩＣＴ活用も急速に進みました。
それに伴い、児童・生徒が「調べたことを、パソコ

ンを使ってまとめたり、発表したりすることができ
る」といったＩＣＴ活用に関する能力も令和２年度以
降、大きく向上が見られました。

また、令和６年度の全国学力・学習状況調査の意識
調査では、タブレットなどのＩＣＴ機器を授業で「ほ
ぼ毎日」使用していると回答した児童・生徒の割合が
東京都や全国の割合を上回りました。
一方、ＩＣＴ機器を適切に利用できていない実態も

見られます。長時間の使用による健康への影響など、
ＩＣＴ活用に伴う懸念も顕在化してきました。

児童・生徒に、引き続きＩＣＴ活用に関する能力の
育成を図るとともに、情報モラルや適正に利用するた
めのルール等を確実に習得させることが求められます。

１ ＩＣＴを活用した児童・生徒の資質・能力の育成
第２章 基本的な方針と施策の方向性
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「福生市学力・学習状況調査」(令和６年度 意識調査)

46 調べたことを、パソコンを使ってまとめたり、発表
したりすることができる。

令和６年度 「全国学力・学習状況調査」(意識調査)

(7) 携帯電話・スマートフォンやコンピュータの使い方について、家の人と約束したことを守って
いますか。
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(27)５年生まで（中学校１、２年生の
とき）に受けた授業で、ＰＣ・タブ
レットなどのＩＣＴ機器を、どの程
度使用しましたか。



基本的な方針

○児童・生徒自ら考え、主体的に問題解決できる力
を育むことを目指して、効果的にＩＣＴを活用す
るための取組を推進します。

○すべての児童・生徒がＩＣＴを学びのツールとし
て、日常的に活用することを支援します。

１ ＩＣＴを活用した児童・生徒の資質・能力の育成

（１）ＩＣＴの効果的な活用の推進 第２章 基本的な方針と施策の方向性

施策の方向性

１ 実践事例の共有
授業におけるＩＣＴ活用の事例を共有できる

仕組みを整備します。（教員共有フォルダ「福生の先生」）

２ 児童・生徒の日常的なＩＣＴ活用を支援
学習支援ソフト等の導入の検討や、学習に活用

できるＷｅｂサイトへのショートカットを児童・
生徒のｉＰａｄに掲載します。

３ ＩＣＴの活用促進に当たっての健康面への配慮
定期健康診断等の機会に、児童・生徒に目の健

康等に関する保健指導の実施を推進します。

項目 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

実践事例の共有

学習支援ソフト
等の導入

健康等に関する
保健指導

教員共有フォルダ「福生の先生」の継続活用

学習支援ソフト等
の検討

各校の実態に応じて、実施
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Webサイトのショートカット登載

活用



基本的な方針

○児童・生徒の発達の段階に応じて、学習の基盤と
なる情報活用能力を育成します。

○児童・生徒の情報モラルの醸成や、情報リテラ
シーの習得を目指します。

１ ＩＣＴを活用した児童・生徒の資質・能力の育成

（２）情報活用能力の育成 第２章 基本的な方針と施策の方向性

施策の方向性

１ 情報活用能力に係る年間指導計画の作成・改善
全小・中学校において情報活用能力に係る年間

指導計画を作成します。
年度ごとに内容を見直し、指導内容の改善を図

ります。

２ 情報モラル教育の充実
文部科学省や、東京都教育委員会が作成したデ

ジタル教材や実践事例等を周知し、日常的な授業
の改善を図ります。
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項目 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

年間指導計画の
作成・改善

情報モラル教育
の充実

教育課程に位置付け、実施

デジタル教材、実践事例等の周知



基本的な方針

○不登校の児童・生徒へのきめ細かい支援や、一人
ひとりの状況に合わせた学びの機会の充実を図り
ます。

○障害の状態等に応じた教育活動にデジタルを活用
し、一層の充実を図ります。

１ ＩＣＴを活用した児童・生徒の資質・能力の育成

（３）一人ひとりの状況に応じた学びの充実 第２章 基本的な方針と施策の方向性

施策の方向性

１ オンライン授業の実施
不登校等の児童・生徒が、オンラインで在籍学級等

の授業に参加できるようにしていきます。また、デジ
タルを生かした、新たな学びの在り方について、情報
収集し、研究していきます。

２ デジタルを活用した指導の充実
障害のある児童・生徒や、日本語指導が必要な児

童・生徒に対するデジタルを活用した指導事例等の
情報を学校に提供していきます。

項目 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

オンライン授業
の実施

特別支援学級に
おけるデジタル
の活用

日本語学級にお
けるデジタルの
活用

オンラインによる授業への参加

デジタルを活用した指導事例等の提供
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デジタルを活用した指導事例等の提供



現状と課題

ＧＩＧＡスクール構想を受け、福生市では児童・生徒一
人１台端末の整備が行われ、学校におけるＩＣＴの活用が
急速に進みました。

国による教員のＩＣＴ活用指導力に関する意識調査にお
いて、本市では導入当初から肯定的な回答の増加がみられ、
全国平均よりも高くなっています。
しかしながら、数年が経過した現在、全国平均と同程度

となっています。

デジタル教科書やＣＢＴ※など、教育ＤＸの推進に伴い、
デジタルの力を生かした、「これからの授業の在り方」を
全教員と共有するなど、教員のＩＣＴ活用指導力を、さら
に向上させていくことが求められます。

併せて、ＩＣＴ機器の操作に苦手意識をもつ教員をサ
ポートを継続し、授業におけるＩＣＴの活用頻度を高めて
いくことも必要です。

２ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上
第２章 基本的な方針と施策の方向性
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

福生市 82.4% 87.9% 91.6% 85.4%

全国 81.4% 84.7% 87.2% 88.4%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

【Ｃ２】児童生徒がコンピュータやインターネットなどを活用して、情報を収集し

たり目的に応じた情報を選択したりできるように指導する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

福生市 66.3% 72.6% 79.7% 75.9%
全国 61.2% 68.1% 72.8% 76.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

【Ｃ４】児童生徒が互いの考えを交換し共有して話合いなどができるように、コ

ンピュータやソフトウェアなどを活用することを指導する。

「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」（令和６年10月 文部科学省）
※ＣＢＴ・・・Computer Based Testing (コンピュータ・ベースト・テスティング) とは、紙と鉛筆を用いて試験を行うのではなく、コンピュータ上で試験を行う方法



基本的な方針

○教員のＩＣＴ活用指導力を向上させるために、教
員が学校で学び続けられる体制を構築します。

○ 児童・生徒一人ひとりが自ら学び方を選択し、
自立した学習者となることを目指す授業デザイン
を推進します。

２ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上

（１）教員の資質の向上 第２章 基本的な方針と施策の方向性

施策の方向性

１ ＩＣＴ教育推進担当者連絡会の開催
各校のＩＣＴ推進委員で構成されるＩＣＴ教育

推進担当者連絡会を開催し、各校でのＩＣＴの推
進を図ります。

２ ＩＣＴ支援員
ＩＣＴ支援員を派遣し、教員の授業改善をサ

ポートする体制を構築します。

３ 実践事例等の共有
授業デザインの参考となる情報を提供します。

項目 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

ＩＣＴ教育推進
担当者連絡会の
開催

ＩＣＴ支援員に
よるサポート体
制

国や都の実践事
例等の提供

ＩＣＴ教育推進担当者連絡会の実施

実践事例等の共有

委託によるＩＣＴ支援、ヘルプデスク等の継続
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基本的な方針

○教育データやデジタル教科書等を活用し、児童・
生徒一人ひとりに応じた学びの実現を図ります。

○新しい技術や先進事例等を踏まえ、教育ＤＸを推
進していきます。

２ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上

（２）教育ＤＸの推進 第２章 基本的な方針と施策の方向性

施策の方向性

１ デジタル教科書、デジタル教材の活用
国から配給されるデジタル教科書や、デジタル

教材の活用を推進します。

２ ＣＢＴの推進
ＣＢＴの活用の推進や、新たな技術を積極的に

取り込んだ学校教育の展開します。

３ 教育ダッシュボード
児童・生徒の学習データ等を教育活動に活用で

きる「教育ダッシュボード」に関する情報を収集
します。

項目 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

デジタル教科書
やデジタル教材
の活用

ＣＢＴの推進

教育ダッシュ
ボードに関する
情報収集

国から配給されるデジタル教科書の活用

ＣＢＴの活用を推進

国や都、先行地区の取組の収集
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デジタル教材の積極的な活用

ＣＢＴによる全国学力学習状況調査への対応



現状と課題

本市では、児童・生徒用、教員用の端末や、電子黒板等
のＩＣＴ機器を整備してきました。
また、学習支援クラウドサービスや統合型校務支援シス

テム等など、教員の業務の効率化を図るシステム等を導入
してきました。

ＩＣＴ機器の整備によって、授業や校務等にＩＣＴの活
用が進みました。一方、通信需要の増加や、新たな管理・
運用負荷等の新たな課題が出てきました。
引き続き、ＩＣＴ機器の整備現状を把握し、必要に応じ

て整備に取り組んでいくことが求められます。

また、教員がＩＣＴ機器を安全に活用するためには、児
童・生徒等の個人情報の適正な取扱いや、情報セキュリ
ティポリシー等について十分に理解することが不可欠です。
そのため、教員を対象としたセキュリティ研修等を、継

続して実施することが重要です。

３ ＩＣＴを活用するための環境の整備
第２章 基本的な方針と施策の方向性
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情報セキュリティ研修等の状況

令和３年４月　福生市立学校情報セキュリティポリシー施行

これに伴い令和３年度より毎年、以下について実施。

時期 内容 対象

６月 情報セキュリティ委員会 全校長

９～11月 情報セキュリティ研修 全教職員

12～１月 情報セキュリティセルフチェック 全教職員

３月 情報セキュリティ監査 全校（隔年）

ICT機器 学校配布台数

学校
GIGA
端末

小１用
iPad

校務
端末

指導用
端末

電子
黒板

大型
モニタ

小学校 2,128 388 191 292 43 75

中学校 1,027 0 103 133 17 32

その他 0 22 56 45 1 0

合計 3,155 410 350 470 61 107

R6.3時点



基本的な方針

○児童・生徒の学び方や、教員の教え方の変化、教
員の校務の効率化など、教育ＤＸを推進するため
に、その基盤となるＩＣＴ機器等の整備について
検討します。

３ ＩＣＴを活用するための環境の整備

（１）学校におけるＩＣＴ機器等の整備 第２章 基本的な方針と施策の方向性

施策の方向性

１ サーバーのフルクラウド化の検討
教育系端末サーバーの新設を行うとともに、フ

ルクラウド化に向けた検討を行います。

２ 校務用ネットワークの統合
学校内の教育系及び校務系ネットワークの統合

を進めていきます。

３ ＧＩＧＡ端末の更新
通信環境の改善を含めたＧＩＧＡ端末の更新・

運用を行います。

項目 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

フルクラウド化
の検討

校務用ネット
ワークの統合

ＧＩＧＡ端末の
更新

端末更新
サーバ新設

端末を教育系に統合
サーバを更新

「NEXT ＧＩＧＡ」運用開始
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更新

更新準備

端末を校務系
と統合

フルクラウ
ド検討



基本的な方針

○教員が、安心してＩＣＴ機器を活用することがで
きるよう、ＩＣＴ機器のセキュリティ対策をはじ
め、個人情報の適正な取扱いなど、情報セキュリ
ティに関する研修に取り組みます。

３ ＩＣＴを活用するための環境の整備

（２）個人情報の保護・サイバーセキュリティ 第２章 基本的な方針と施策の方向性

施策の方向性

１ 日常的なセキュリティ対策
ランサムウェアによる攻撃や、個人情報の漏洩

などから学校を守るため、ＯＳの最新版アップ
デート、多要素認証の使用、インターネットの
フィルタリングの強化など日常的なセキュリティ
対策を実施します。

２ 情報セキュリティ研修の実施
教員等を対象とした情報セキュリティ研修を行

います。個人情報の取扱いやインシデント対応方
法など、具体的な内容を盛り込んだ研修を実施し
ます。

項目 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

日常的なセキュ
リティ対策

情報セキュリ
ティ研修の実施

随時、セキュリティ対策をバージョンアップ

情報セキュリティ研修の実施
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※上記の項目は、デジタル庁が文部科学省が作成した「ＧＩＧＡスクール構想の下での校務DXチェックリスト」に基づく各
学校の自己点検結果を集計したものから、作成した表
※令和５年（2023年）９月29日から令和６年（2024年）２月28日正午の間に得られたデータを使用している。
※集計結果は、「全くしていない」、「一部している（半分未満）」、「一部している（半分以上）」、「完全にデジタル化してい
る」のうち、「一部している（半分以上）」、「完全にデジタル化している」と回答した割合を示している。
※「FAXの原則禁止」、「押印・書名の原則廃止」については、禁止している割合を示している。

現状と課題

学校の校務改善に向けて、これまで統合型校務支援シ
ステムの整備や学校ホームページのシステム刷新、保護
者からの欠席連絡等をデジタル化に取り組んできました。

令和５年に文部科学省が実施した「ＧＩＧＡスクール
構想の下での校務ＤＸチェックリスト」による自己点検
集計の結果では、本市は、多くの項目で国や都の平均を
上回っています。
一方、改善が必要な項目も明らかとなりました。

今後、技術革新の進歩により、これまでにない業務が
加わることも考えられ、学校の負荷が増える懸念もあり
ます。

デジタルの力を生かし、教員が校務の効率化より業務
軽減を実感できるよう、学校の校務改善を進めていくこ
とが求められます。

４ 校務ＤＸによる業務改善
第２章 基本的な方針と施策の方向性
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市区町村ごとの校務DXの取組状況 （デジタル庁 WEBサイトより作成 令和６年11月時点）

国 都 市

教員と保護者間の連絡のデ
ジタル化

欠席・遅刻・早退連絡 43% 75% 89%

お便りの配信 26% 47% 33%

調査・アンケートの実施 49% 59% 56%

学校内の連絡のデジタル化

校内での資料共有 66% 77% 100%

校内での情報共有 71% 70% 56%

調査・アンケートの実施 57% 61% 67%

教員と児童生徒間の連絡等
のデジタル化

各種連絡事項の配信 19% 44% 44%

調査・アンケートの実施 45% 53% 67%

その他
FAXの原則廃止 5% 5% 11%

押印・署名の原則廃止 12% 14% 11%



基本的な方針

○国の校務改善チェックリストを踏まえ、教員が業
務の負担軽減を実感できるよう校務改善を促進し
ていきます。

４ 校務ＤＸによる業務改善

情報化による校務効率化 第２章 基本的な方針と施策の方向性

施策の方向性

１ 校務ＤＸの推進
学校を支援する教育部内の各課が連携をとり、

学校の校務ＤＸを推進します。

２ 教員用ＰＣの統合
業務の環境を選ばないロケーションフリーを目

指し、教員用ＰＣの利便性を高めるため、校務系
ＰＣと教育系ＰＣの統合を図ります。

３ 文書のデジタル化
文書のデジタル化により、ペーパーレス化を推

進します。

項目 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11

校務ＤＸの推進

教員用ＰＣの統
合

文書のデジタル
化 ペーパーレス化の推進（ＦＡＸ廃止、押印廃止等）

校務系ＰＣと教育系ＰＣの統
合、運用

校務ＤＸの推進のための部内調整
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準備



５ 指標 第２章 基本的な方針と施策の方向性

項目 指標

１ ＩＣＴを活用した児童・
生徒の資質・能力の育成

【文部科学省 「全国学力・学習状況調査（意識調査）」】

「これまで受けた授業で、ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を、
どの程度使用しましたかの設問で、『ほぼ毎日』と回答した割合」
（Ｒ６年度 38.4％ → Ｒ11年度 50.0％） ※小中平均

２ 教員のＩＣＴ活用指導力
の向上

【文部科学省 「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」】

「授業においてＩＣＴを活用して指導する能力の向上」[Ｃ４]

（Ｒ５年度 75.4％ → Ｒ11年度 90.0％）※小中平均

３ ＩＣＴを活用するための
環境の整備

【福生市教育委員会 「セキュリティ・セルフチェック」】

本市で独自に取り組んでいる、セキュリティ・セルフチェックの
参加者の平均正答率90.0％以上
（Ｒ６年度 74.0％ → Ｒ11年度 90.0％）

４ 校務の改善とＩＣＴ推進
体制の整備

【文部科学省 「ＧＩＧＡスクール構想の下での校務ＤＸチェックリスト」】

「ＦＡＸの原則禁止、押印の原則廃止」の学校数の割合
（Ｒ５年度 11.0％ → Ｒ11年度 100％）
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福生市学校教育情報化推進計画

参考資料
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東京都学校教育情報化推進計画（令和６年３月 東京都教育委員会）
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